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■
対
象
に
な
る
人

　

北
上
市
に
住
民
登
録
ま
た
は
外

国
人
登
録
し
、
中
学
校
修
了
前
の

子
ど
も(

15
歳
到
達
日
以
後
、
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童)

を
養
育
し
て
い
る
人

※
従
来
の
児
童
手
当
と
は
違
い
、

所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■
手
当
の
月
額

　

子
ど
も
１
人
…
１
万
３
千
円

■
申
請
に
つ
い
て

　

子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
や
他

市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き

に
、
申
請
す
る
こ
と
で
受
給
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
手
当
は
申

請
の
翌
月
分
か
ら
支
給
し
ま
す
。

手
当
の
申
請
は
、
父
ま
た
は
母
で

生
計
中
心
者
の
人
と
な
り
ま
す
。

公
務
員
は
勤
務
先
で
の
手
続
き
と

な
り
ま
す
。

※
申
請
が
月
を
超
え
る
場
合
、
子

ど
も
の
出
生
日
ま
た
は
前
住
所
地

の
転
出
予
定
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
15
日
以
内
の
申
請
で
あ
れ
ば
、

出
生
日
ま
た
は
転
出
予
定
日
の
翌

月
分
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
。

■
支
給
日

２
～
５
月
分
…
６
月
10
日(

金)

６
～
９
月
分
…
10
月
７
日(

金)

※
10
月
分
以
降
の
支
給
に
つ
い
て

は
、
国
の
制
度
が
決
定
す
る
ま
で

は
未
定
で
す
。

■
現
況
届
に
つ
い
て

　

手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、

毎
年
６
月
中
に
現
況
届
を
提
出
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
本
年

度
は
提
出
不
要
で
す
。

子
ど
も
手
当

次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健

や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
た
め
に

支
給
し
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

■
受
給
で
き
る
人

　

次
の
条
件
の
い
ず
れ
か
に
当
て

は
ま
る
児
童
を
育
て
て
い
る
母
親

ま
た
は
父
親
、
両
親
に
代
わ
っ
て

そ
の
児
童
を
育
て
て
い
る
人
。
た

だ
し
、
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る

人
が
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
な
ど
、
対
象
に

な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
両
親
が
離
婚
し
た
児
童(

事
実

上
の
婚
姻
関
係
を
解
消
し
た
場
合

を
含
む)

▽
父
親
ま
た
は
母
親
が
死
亡
し
た

児
童(

遺
族
年
金
受
給
者
は
申
請

で
き
ま
せ
ん
）

▽
婚
姻
に
よ
ら
ず
生
ま
れ
た
児
童

▽
父
親
ま
た
は
母
親
が
重
度
障
が

い
者
の
児
童

▽
父
親
ま
た
は
母
親
が
１
年
以
上

同
居
せ
ず
、
生
計
を
維
持
し
な
い

で
遺
棄
し
て
い
る
児
童

▽
父
親
ま
た
は
母
親
が
１
年
以
上

刑
務
所
な
ど
に
収
容
さ
れ
て
い
る

児
童

▽
両
親
の
所
在
が
不
明
の
児
童

■
手
当
の
月
額

　

児
童
１
人
＝
４
万
１
５
５
０
円

(

４
月
か
ら
変
更
に
な
り
ま
し
た)

、

児
童
２
人
＝
５
千
円
加
算
、
児
童

３
人
以
上
＝
１
人
当
た
り
３
千
円

加
算
。

※
児
童
が
18
歳
に
な
る
日
以
降
最

初
の
３
月
ま
で(

た
だ
し
、
障
が

い
児
の
場
合
は
20
歳
に
達
し
た
日

の
属
す
る
月
ま
で)

支
給
し
ま
す
。

■
所
得
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
本
人
ま
た
は

そ
の
同
居
の
親
族(

扶
養
義
務
者)

の
、
前
年
の
所
得
額
が
所
得
制
限

額(

上
表)

を
超
え
た
と
き
は
、
一

定
期
間
減
額
ま
た
は
支
給
を
停
止

し
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

扶養親族の数
(所得申告の際の人数)

 認定者本人 扶養義務者
(同居の親兄弟など)全部支給 一部支給

０人 19万円 192万円 236万円
１人 57万円 230万円 274万円
２人 95万円 268万円 312万円
３人 133万円 306万円 350万円
４人 171万円 344万円 388万円
５人  209万円 382万円 426万円

■所得制限額

■
受
給
で
き
る
人

　

身
体
や
精
神
に
障
が
い
が
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
育
て
て
い

る
人
。
た
だ
し
、
社
会
福
祉
施
設

に
入
所
中
の
場
合
を
除
き
ま
す
。

■
児
童
の
障
が
い
の
程
度

　

手
当
に
は
１
級
と
２
級
が
あ
り
、

次
の
障
が
い
が
該
当
し
ま
す
。

▽
１
級
＝
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、

２
級
程
度
の
重
度
の
障
が
い
や
、

療
育
手
帳
Ａ
程
度
の
知
的
障
が
い

▽
２
級
＝
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
、

４
級
程
度
の
中
度
の
障
が
い
や
、

こ
れ
と
同
程
度
の
知
的
障
が
い

■
所
得
制
限

　

手
当
を
請
求
す
る
本
人
か
配
偶

者
、
ま
た
は
そ
の
扶
養
義
務
者
の

前
年
の
所
得
額
が
所
得
制
限
額
を

超
え
る
と
き
は
、
一
定
期
間
支
給

を
停
止
し
ま
す
。

■
手
当
の
月
額(

４
月
か
ら
変
更

に
な
り
ま
し
た)

　

１
級
＝
５
万
５
５
０
円

　

２
級
＝
３
万
３
６
７
０
円

ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
に
対
し
て
、

生
活
の
安
定
や
自
立
の
促
進
の
た

め
に
支
給
し
ま
す
。

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
人
に
支
給
し
ま
す
。

母子および寡婦
　　福祉資金貸付制度

　母子家庭や寡婦の皆さんが、就
業や子どもの進学などで資金が必
要なときは、貸し付けを受けるこ
とができます。貸し付けの条件や
限度額、利率、返済方法など、詳
しくは花巻保健福祉環境センター
北上分室(☎65-2732)へ問い合わ
せください。

子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長
を

応
援
し
ま
す

問
い
合
わ
せ

子
育
て
支
援
課
家
庭
係
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市市の動き 東
日
本
大
震
災
に
係
る

市
の
動
き

【
避
難
者
の
受
け
入
れ
】

　

東
日
本
大
震
災
被
災
者
の
避
難

先
と
し
て
、
市
内
避
難
所
で
の
受

け
入
れ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
受
け

入
れ
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▽
指
定
避
難
所(

５
月
17
日
現
在)

ふ
る
さ
と
体
験
館｢

北
上｣

18
人
／

高
甚
旅
館
３
人
／
北
上
パ
ー
ク
ホ

テ
ル
６
人
／
く
さ
の
イ
ン
北
上
１

人
／
水
神
温
泉
湯
元
東
館
20
人
／

水
神
温
泉
山
照
園
31
人
／
瀬
美
温

泉
38
人
／
入
畑
温
泉
瀬
目
乃
湯
24

人
／
玉
や
旅
館
１
人
／
ホ
テ
ル

メ
ッ
ツ
１
人　

計
１
４
３
人

▽
雇
用
促
進
住
宅(

５
月
23
日
現

在)　

52
世
帯
１
３
６
人

【
小
中
学
生
の
受
け
入
れ
】(

５

月
23
日
現
在)

　

４
月
16
日
以
降
、
被
災
地
か
ら

新
た
に
８
人(

小
学
生
４
人
／
中

学
生
４
人)

を
受
け
入
れ
、
51
人

(

小
学
生
36
人
／
中
学
生
15
人)

が
、

市
内
の
小
中
学
校
で
新
し
い
学
校

生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
ま
す
。

【
支
援
物
資
届
け
先
】

　

市
に
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
支
援

物
資
は
、
被
災
地
の
皆
さ
ん
や
市

内
に
避
難
し
て
き
た
人
、
市
内
避

難
所
、
病
院
な
ど
へ
お
届
け
し
て

い
ま
す
。

【
義
援
金
】(

５
月
20
日
現
在)

▽
北
上
市

金
額　

６
０
３
５
万
８
７
８
８
円

(

個
人
２
２
６
件
、
企
業
・
団
体

ほ
か
１
４
２
件)

※
そ
の
う
ち
８
２
４
万
２
１
６
６

円
を
５
月
26
日(

予
定)

に
岩
手
県

沿
岸
部
な
ど
の
市
町
村
に
送
金
し

ま
す
。

▽
日
赤

金
額　

６
１
３
万
７
６
３
５
円

(

個
人
59
件
、
企
業
・
団
体
ほ
か

24
件
、
募
金
箱)

※
そ
の
う
ち
３
８
６
万
１
３
９
７

円
を
４
月
５
日
に
日
本
赤
十
字
社

に
送
金
し
ま
し
た
。

【
り
災
証
明
書
】(

５
月
18
日
現

在)

　

申
請
４
５
６
件
の
う
ち
３
６
６

件
分(

住
家
全
壊
13
件
／
大
規
模

半
壊
７
件
／
半
壊
30
件)

の
証
明

書
を
発
行
し
ま
し
た
。

【
職
員
の
派
遣
】(

５
月
18
日
現

在
の
延
べ
人
数)

　

市
の
職
員
、
保
健
師
、
水
道
職

員
を
沿
岸
被
災
地
へ
派
遣
し
、
支

援
物
資
の
配
送
、
避
難
所
の
運
営

な
ど
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

　

市
は
23
日
、
沿
岸
地
域
被
災
者

支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
本

庁
舎
５
階(　
　

 
３
５
９
５･

３ 

５
９
６)

に
設
置
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
、
災
害
対
策
本
部
や

沿
岸
地
域
被
災
者
支
援
本
部
を
立

ち
上
げ
て
い
ま
す
が
、
北
上
市
へ

の
避
難
者
支
援
の
一
元
化
や
、
関

係
団
体
と
連
携
し
沿
岸
地
域
の
復

興
に
向
け
た
体
制
整
備
を
行
う
も

の
で
す
。

▽
災
害
に
関
す
る
主
な
窓
口

○
弔
慰
金
・
見
舞
金
の
申
請
受
け

付
け
、
被
災
者
住
居
相
談
、
日
常

生
活
用
品
・
支
援
物
資
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
や
被
災
地
支
援
…
同
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

○
被
災
者
生
活
相
談
…
長
寿
社
会

課○
義
援
金
の
受
け
付
け
…
会
計
課

釜
石
市
35
人(

保
健
師
24
人
、
事

務
11
人)

／
大
船
渡
市
66
人(

事
務)

／
大
槌
町
78
人(

事
務
42
人
、
水

道
職
員
36
人)

／
陸
前
高
田
市
３

人(

事
務)　

計
１
８
２
人

　

５
月
１
日
か
ら
大
槌
町
に
２
人

(

保
健
師
１
人
、
水
道
職
員
１
人)

を
長
期
派
遣
も
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
職
員
の
派
遣
要
請
に
は
今
後

も
対
応
し
て
い
き
ま
す
。

(

株)

サ
ン
ケ
ミ
カ
ル
と

立
地
協
定
を
調
印

調印後に握手を交わす鑓田代表取締役社長
(右から２番目)、髙橋市長(右から３番目)ら

　

(

株)

サ
ン
ケ
ミ
カ
ル(

本
社
静
岡

県
富
士
市
、
鑓や

り

た田
真
一
代
表
取
締

役
社
長)

の
北
上
南
部
工
業
団
地

へ
の
立
地
が
決
ま
り
、
10
日
、
本

庁
舎
で
企
業
立
地
協
定
調
印
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

同
社
は
、
自
動
車
の
ド
ア
や
エ

ア
コ
ン
関
連
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部

品
な
ど
自
動
車
内
装
品
を
製
造
す

る
会
社
で
す
。
東
北
で
の
自
動
車

生
産
台
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る

こ
と
か
ら
、
自
動
車
関
連
産
業
の

集
積
が
進
む
北
上
市
に
進
出
す
る

こ
と
で
、
物
流
コ
ス
ト
の
効
率
化

な
ど
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
新
工

場
は
９
月
か
ら
の
操
業
を
開
始
す

る
予
定
で
す
。

復
興
協
働
支
援
協
定
を

調
印

健康増進課職員が沿岸地域の仮設住宅を
訪問し、入居者の歯の健康状態のチェッ
クと、歯科指導をしました

　

東
日
本
大
震
災
被
災
地
復
興
支

援
組
織｢

い
わ
て
連
携
復
興
セ
ン

タ
ー｣(

鹿
野
順
一
代
表)

と
北
上
市

の
復
興
協
働
支
援
協
定
調
印
式
は

12
日
、
本
庁
舎
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
被
災
地
の
復

興
・
自
立
に
向
け
、
行
政
と
地
域

住
民
ら
を
つ
な
ぐ
中
間
支
援
を
行

う
県
内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
メ
ン
バ
ー
が

中
心
と
な
っ
て
設
立
。
中
間
支
援

の
ノ
ウ
ハ
ウ
と
協
力
団
体
の
情
報
、

技
術
を
生
か
し
、
復
興
を
支
援
す

る
企
業
と
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
マ
ッ
チ
ン
グ
な
ど
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
北
上
市
は
、
沿
岸
地

域
避
難
者
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
を
立
ち
上
げ
て
、
住
民
主
体

に
よ
る
地
域
再
生
な
ど
を
推
進
す

る
同
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
内
陸
か

ら
後
方
支
援
し
て
い
き
ま
す
。
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